
 

 

議案第 15号 

   丸亀市史跡丸亀城跡調査整備委員会委員の委嘱について 

 丸亀市史跡丸亀城跡調査整備委員会委員を次のとおり委嘱いたしたい。 

  令和 7年 7月 25日提出 

 

丸亀市教育委員会        

教育長 末 澤 康 彦     

１ 被委嘱者 

区 分 氏 名 備 考 

学識経験者 胡 光 国立大学法人愛媛大学教授      （再） 

学識経験者 大林 潤 

独立行政法人国立文化財機構 

奈良文化財研究所          （再） 

文化遺産部建造物研究室室長 

学識経験者 北野 博司 東北芸術工科大学芸術学部教授    （再） 

学識経験者 小西 智都子 
株式会社 SETOUCHI SEAWIND  

代表取締役             （再） 

学識経験者 丹羽 佑一 国立大学法人香川大学名誉教授    （再） 

学識経験者 増田 拓朗 国立大学法人香川大学名誉教授    （再） 

学識経験者 山中 稔 国立大学法人香川大学教授      （再） 

                                  （敬称略・50音順） 

２ 委嘱期間  

令和 7年 8月 1日から令和 9年 7月 31日まで 

 

 ３ 委嘱理由  

史跡整備に関する学識と経験を有し、適任と認められるため 

議15－1



 

 

丸亀市史跡丸亀城跡調査整備委員会委員名簿（旧） 

 

 

区 分 氏 名 備 考 

学識経験者 胡 光 国立大学法人愛媛大学教授       

学識経験者 大林 潤 

独立行政法人国立文化財機構 

奈良文化財研究所           

文化遺産部建造物研究室室長 

学識経験者 北野 博司 東北芸術工科大学芸術学部教授     

学識経験者 小西 智都子 
株式会社 SETOUCHI SEAWIND  

代表取締役               

学識経験者 丹羽 佑一 国立大学法人香川大学名誉教授     

学識経験者 増田 拓朗 国立大学法人香川大学名誉教授     

学識経験者 山中 稔 国立大学法人香川大学教授       

                               （敬称略・50 音順） 

委嘱期間  

令和 5年 8月 1日から令和 7年 7月 31日まで 

 

  

議15－2


